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  2019 年９月 25 日 

商 工 中 金 

 

「令和元年台風第 15号による災害に関する特別相談窓口」の 

開設店舗の追加について 

 

１．相談窓口の開設 

商工中金は、このたびの令和元年台風第 15号による災害の発生を受け、2019年 9月 12日

から「令和元年台風第 15号による災害に関する特別相談窓口」を千葉県内の全営業店で開設

してまいりましたが、今般の被害の状況を踏まえ、9 月 24 日(火)、東京都内の全営業店を追

加し、相談受付体制を強化いたします。 

引き続き被害を受けられた中小企業の皆さまからのお借入のお申込み等に対して、懇切・丁

寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行ってまいります。 

 

【特別相談窓口開設店舗】 

営業店名 住    所 電話番号 

千葉支店 千葉県千葉市中央区新町３－１３ ０４３－２４８－２３４５ 

松戸支店 千葉県松戸市松戸１８４６－２ ０４７－３６５－４１１１ 

本店営業部 東京都中央区八重洲２－１０－１７ ０３－３２７２－６１１１ 

八王子支店 東京都八王子市横山町２－５ ０４２－６４６－３１３１ 

上野支店 東京都台東区上野１－１０－１２ ０３－３８３４－０１１１ 

大森支店 東京都大田区大森北１－１－１０ ０３－３７６３－１２５１ 

京浜島出張所 東京都大田区京浜島２－１０－２ ０３－３７９９－０３３１ 

押上支店 東京都墨田区業平３－１０－８ ０３－３６２４－１１６１ 

浦安出張所 千葉県浦安市鉄鋼通り２－１－６ ０４７－３５５－８０１１ 

新宿支店 東京都新宿区西新宿１－２２－２ ０３－３３４０－１５５１ 

深川支店 東京都江東区木場５－１１－１７ ０３－３６４２－７１３１ 

東京支店 東京都港区芝大門２－１２－１８ ０３－３４３７－１２３１ 

池袋支店 東京都豊島区南池袋１－２１－１０ ０３－３９８８－６３１１ 

渋谷支店 東京都渋谷区渋谷２－１７－５ ０３－３４８６－６５１１ 

神田支店 東京都千代田区神田鍛冶町３－３－１２ ０３－３２５４－６８１１ 

新木場支店 東京都江東区新木場１－１８－６ ０３－５５６９－１７１１ 

 ※なお商工中金は、このたびの被害状況を踏まえ、本特別相談窓口とは別に、2019年 9月 12日付で 

神奈川県の全営業店に「令和元年台風第 15号に係る災害に関する相談窓口」を開設しております。 

 

２．災害復旧資金の内容 

今般の災害に係るご融資の対応として、以下の通り商工中金独自の災害復旧資金の取扱いを

行うとともに、既往貸付金の返済猶予についても、個々の被災事業者の実情に応じて弾力的な

取扱いを行います。 
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資金使途 

 

令和元年台風第15号による災害により、被害を受けた皆さまが災害の

復旧に伴い必要とする設備資金・運転資金 

貸出金額 限度の定めなし 

貸出期間 

（据置期間） 

（１）設備資金20年（据置期間3年）以内 

（２）運転資金10年（据置期間3年）以内 

貸出利率 商工中金所定の利率 

 

３．預金・債券顧客に対する便宜措置の実施 

  通帳などを喪失した場合においても、本人確認のうえ預金等の払戻しに応ずる等の便宜措置

を実施します。 

 

 


